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令和5年度税制改正により電子帳簿保存法の見直しが行われました。 

今回は、主な改正事項についてご紹介いたします。 

 

［１]  電子取引データ保存に関する主な改正事項について 

(1) 検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直されました。 

税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め（調査担当者にデータの      

コピーを提供すること）」に応じることができるようにしている場合に検索機能の全てを

不要とする措置について、以下のとおり対象者が見直されました。 

イ  検索機能が不要とされる対象者の範囲が、基準期間(2課税年度前)の売上高が  

「1,000万円以下」の保存義務者から「5,000万円以下」の保存義務者に拡大され   

ました。 

ロ  対象者に「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付  

及び取引先ごとに整理された状態で提示･提出することができるようにしている保存 

義務者」が追加されました。 

(2) 令和4年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、適用期限(令和5年12月31日)をもって

廃止されます。 

（参考） 令和5年12月31日までにやり取りした電子取引データを「宥恕措置」を適用して  

保存している方は、令和6年1月1日以後も保存期間が満了するまで、そのプリント

アウトした書面を保存し続け、税務調査等の際に提示･提出できるようにして  

いれば問題ありません。 

(3)  新たな猶予措置が整備されました。 

次のイ･ロの要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防止や検索機能など      

保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておく

ことができることとされました。 

イ  保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかった 

ことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要  

です。) 

ロ  税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引      

データをプリントアウトした書面の提示･提出の求めにそれぞれ応じることができる

ようにしている場合 

 



※  上記(2)の宥恕措置では、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じる必要は      

ありませんでしたが、上記(3)の新たな猶予措置では、プリントアウトした書面の提示・

提出の求めに加え、電子取引データについても「ダウンロードの求め」にも応じる必要

がありますので、ご注意ください。 

※  令和6年1月1日以後にやり取りする電子取引データについて適用されます。 

 

［２］ スキャナ保存に関する主な改正事項について 

(1)  解像度･階調･大きさに関する情報の保存が不要とされました。 

国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度･階調･大きさに関する情報の保存を

必要とする要件が廃止されました。 

なお、これらの情報を保存しておくことは不要となりましたが、スキャナで読み取る  

際に守らなければならない解像度(200dpi以上）や階調(原則としてカラー画像)などの     

要件自体に変更はありません。 

(2) 入力者等情報の確認要件が不要とされました。 

スキャナ保存時に記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する  

情報を確認できるようにしておくことを求める要件が廃止されました(電子取引データ 

保存についても同様です。)。 

 (3) 帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が重要書類に限定されました。 

スキャナで読み取った際に、帳簿と相互にその関連性を確認できるようにしておく  

必要がある国税関係書類が、「重要書類（契約書･領収書･送り状･納品書等のように、資金

や物の流れに直結・連動する書類）」に限定されることとなりました。 

この見直しにより、「一般書類(見積書･注文書等や納品書の写しのように、資金や物の 

流れに直結・連動しない書類)」をスキャナ保存する場合については、相互関連性の      

確保が不要となりました。 

※  令和6年1月1日以後にスキャナ保存が行われる国税関係書類について適用されます。 

 

［３］ 電子帳簿等保存に関する主な改正事項について 

「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の適用を受ける場合に優良な電子  

帳簿として作成しなければならない帳簿の範囲が、申告所得税･法人税について一定の帳簿に

見直されました。 

なお、消費税についてこの措置の適用を受ける場合に優良な電子帳簿として作成    

しなければならない帳簿の範囲については、変更はありません。 

※ 令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されます。 

 
 

ご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所の担当者までご連絡くださいますよう、       

よろしくお願い申し上げます。  


